
出納事務局における随意契約の実績　　（令和５年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1 会計課
領収済通知書
等収納データ
作成業務

令和5年4
月3日

4,818,000 (株)沖縄銀行
沖縄県那覇市久茂地３丁
目10番１号

第167条の２
第１項第２号

領収済収納金の収納消込の省力化・迅速化かつ正確化を図るため
に委託する必要があり、情報セキュリティの確保及び事務効率化の
観点から指定金融機関及び指定代理金融機関に委託することが最
適である。

2 会計課
領収済通知書
等収納データ
作成業務

令和5年4
月3日

4,818,000 (株)琉球銀行
沖縄県那覇市久茂地１丁
目11番１号

第167条の２
第１項第２号

領収済収納金の収納消込の省力化・迅速化かつ正確化を図るため
に委託する必要があり、情報セキュリティの確保及び事務効率化の
観点から指定金融機関及び指定代理金融機関に委託することが最
適である。

3 会計課

沖縄県財務会
計システム再
構築に係るプ
ロジェクト管理
支援業務委託

令和5年4
月6日

47,174,600
グラビス・アーキテクツ
（株）

東京都港区赤坂二丁目
20番５号

特定役務に係る特例政
令第11条第１項第１号

　本業務は、次期財務会計システムのシステム開発段階における、
業務見直しや新たな機能に係る検討の支援、仕様変更部分に係る
工数・実現方法の助言、各工程の成果品の妥当性評価の助言、進
捗・リスク管理等を行うものである。
　当システムは、複数の機能を有する県の公金を扱う基幹システム
であることから、間断なく稼働させる必要があるため、円滑な開発及
び品質の確保が重要となる。システム開発段階では、より詳細に仕
様・機能等を決定していくため、業務見直しや仕様変更等が生じる部
分の影響（効率性、費用、工期等）を踏まえて実現方法等を迅速に
検討する必要があることから、システム開発に関する知見の他、現
行業務の運用や業務所管課等の要望を熟知していることが求めら
れる。
　当該事業者は、令和４年度において、次期システムの調達仕様書
等作成に係る業務を実施しており、現行システム及び業務運用を詳
細に把握し、これまでの業務所管課等との調整過程も踏まえ、本県
業務の特徴等を熟知している。
　このことから、特定役務に係る特例政令第11条第１項第１号によ
り、当該事業者を随意契約の相手方とした。

特命随意
契約

4 会計課

沖縄県財務会
計システム再
構築業務（設
計・開発業務委
託）

令和5年5
月22日

543,515,500

沖縄県財務会計システム
共同企業体　代表者　富
士通Ｊａｐａｎ株式会社　沖
縄公共ビジネス部

沖縄県那覇市久茂地１－
12－12

特定役務に係る特例政
令第11条第１項第１号

公募型プロポーザル方式により広く公募を行ったところ１社から応募
があった。
企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、受託者とし
て適当であるとされたため、契約の相手方として選定した。

5 会計課
沖縄県証紙の
印刷

令和5年4
月17日

7,524,549 (独)国立印刷局
東京都港区虎ノ門二丁
目2番5号

第167条の２
第１項第２号

独立行政法人国立印刷局は高度な偽造防止が求められる印刷（紙
幣、印紙、切手、パスポート等の印刷）を行うために設立された全国
唯一の印刷所であり、また、沖縄県証紙の製造印刷の原版等の権
利を所有しているため。


